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① サービス・給付内容
児童の預かり等の援助を受けることを希望する者（利用会員）と、援助を行うことを希望する者（提供会員）との相互援助活動に
関する連絡・調整を実施するもの。 （相互援助活動の例：子どもの預かり、送迎など）
平成21年度から、病児・病後児の預かり、早朝・夜間等の緊急時の預かりなどの事業（病児・緊急対応強化事業）を行っている。

② 実施状況
《実施箇所数》 基本事業 ５９９市区町村 病児・緊急対応強化事業 ４７市区町村 （H21年度交付決定ベース）

（H20 基本事業 579箇所）
《利用者数》 利用会員数256，787人／提供会員数88，107人／両会員33，945人 （平成20年度末現在）

(1) 概要

ファミリー・サポート・センター事業

(2) サービス提供・給付責任

① 基盤整備に関する枠組み
市町村が次世代育成支援法に基づく地域行動計画において、計画期間（５年間）の取組を記載

② 施設整備補助
特になし

(3) 基盤整備

(4) 事業開始規制等

特になし。（※(7)による補助を受けるためには、市町村より事業の委託を受けることが必要。主体制限はなし）

サービス提供・給付の義務付けはない。（※市町村の判断（児童福祉法に事業の着実な実施に向けた努力義務有り））
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①サービスの必要性の判断
すべての子育て家庭を対象とした事業。

②サービス利用の流れ
利用又は提供を希望する者が、ファミリー・サポート・センターに対し登録を行い、随時、連絡調整を受けるもの。（サービス提供自
体は、利用会員と提供会員の間の請負又は準委任契約として行われる。）

③利用料
援助活動に対する報酬は、原則として会員相互間で決定。報酬の目安についてはファミリー・サポート・センターが会則等で定める
ことが可能。

(5) サービス利用の仕組み

○ 人員配置
アドバイザー（調整等の事務担当者）を１名以上を配置。（資格等は特に不要）

(6) サービスの質の確保に関する仕組み

(7) 費用負担

① 各市町村に対する補助
次世代育成支援対策交付金（いわゆる「ソフト交付金」）として、国が予算の範囲内において、各市町村に対し、他の事業分と併せ
て包括的に国庫補助相当額を交付。

② 費用負担
左記の割合で公費負担。
（※予算に応じて負担するいわゆる「裁量的経費」）

③ 費用額
公費負担総額：次世代育成支援対策交付金（約722億円（H22予算ベース））の内数

国市

【国1/2、市1/2】
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